
あなたを悪質商法から守る !
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「

「必ず儲かる」などと言つて、事業への
投資や社債の購入などを持ちかけ、
出資金や購入代金をだまし取る商法です。
※銀行やコンビニで□座へ振り込ませるだけでなく、

直接自宅へ現金を取りに来る手□もあります。

購入資格のある貴方が

代わりに買つてくれたら

高く買い取りますよ|

. 渡:籍試! ・.
●老後の資産が■
‐狙われています●

―         
…‐ ‐

一

○○相談センターです。

最近あやしい電話は

ありませんでしたか?
B社から投資勧誘?

B社なら大丈夫ですよ。

●「元本保証」「必ず儲かる」は信用しない !

●「しくみは分からないけど、儲かるなら…」と
契約するのは危険 !

● しつこいときは遠慮せず、はっきり!きっばり!お断り!

曝 畢 申 豊 曇 暑 幸 暴 暑 幸 幸 壽 墨 警 申 機 暑 幸 岳 ⑬ 療 緞 藝 義 魯 幸 萎 讐 暑 暑 彙 暑 拳 暑 善 愚 暮 母 申

過去に被害に遭った人が、ふたたび被害     |
に遭うことを「二次被書惑と言
過去の被害情報や契約情報カ

おり、「被害を回復したりヽ」と書
|こ付|す込んで、様々な勧誘をし

‐_
被害を回復

できますよ|

●「損を取り戻せる」
「個人1情報を削除してあげる」
も信用しない |

また

臨してやる

ケケケ…

被害を防ぐポイント
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サイ トを開覧していたら、いきなり料金を請求する画面が
現れて消えなくなる、といった トラブルが増えています。
※ サイ トを閲覧しただけで、契約が成立したり、個人情報が特定されることは

ありません。虚偽の請求画面で偏そうとしています。

急に料金を請求する画面が !

再起動しても消えない…

一体どうすれば…

● 絶対に自分から連絡しない !

1慌てて支払わない !

入場する 国 ENttER
などの認証ボタンを安易に押さない !

請求画面が消えなくなったら…軒――‐―・――
      華聾蕃肇喜亘蛯1(独 )情報処理推進機構 :情報セキュリティ安心1

_ n‐ _  n‐ ヮ ハ _‐ワ ー nn  N・ /ヽ′  ‖ Ar¨ A V家 +803‐ 5978‐7509 ※メールやFAXでも相談できます

1送‐りつけ商1法||||■|■|■9,7.ィ |イ甲岬ギ
注文をしていなけ甕轟を一方的に送りつけ、代金を請求

する商法です。
※ □座へ振り込ませるだけでなく、代金引換配達で送りつけたり、

現金書留郵便の封筒を同封して支払しヽを請求する手□も見られます。

注文した覚えは

ないのだが・…

注文した覚えがなければ、

支払わない !

宅配便の受取拒否も可能 !

受け取つてしまつても、

使用せずに一定期間過ぎれば

処分可能 !

(※返送する場合の費用は販売事業者の負担 )

●

文

●

●

●

貪鷲

O°珀
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通 信 販 売
断 食鼠 健康器具胡田 じ グなど

「注文した商品がイメージと違う…」「返品できると思つて
いたのに…」といったトラブルが多く寄せられています。

(6～ 7ページ参照 )

通信販売はクーリング・オフができない !

色や仕様、返品ができるか

購入前に必ず確認 !

返品に関する記載がない場合…

● 商品受領から8日以内
であれば、返品可能 !

(※ただし、返送費用は購入者の負担)

●

●

●

●

√

督

訪 問 購 入
論 属σ クセサリー 指輔 、宝石、金貨、着物など

「古着を買い取る」などと事業者が突然訪問し、売るつもり
のなかったアクセサリーなどを強弓|に買い取る商法です。
※ 訪問購入は、クーリング・オフ (6～ 7ページ参照 )の制度が適用されますが、

―度、商品を引き渡してしまうと、返還請求を行つても、手元には戻らない

場合がほとんどです。

むやみに事業者を

家に入れない !

売るつもりがなければ、

きつばり断る !

● その場で決めず、家族など

周囲の人にまず相談 !

アクセサリーはありませんか?
ついでに見せてください。

今なら高く買い取りますよ ! 古着の買い取りじゃ

なかつたの一?

瞥 ぎ

σ
σ
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点 検 商 法
リフォームエ事に 根・耐震。塗掏 、浄水器、布臥 床下換気扇、シロアリなど

「無料で点検する」と訪問し、不安をあおる説明をして、

高額な契約をさせる商法です。
※ 一度契約すると、次々に契約を迫る事例もみられます。

本当に地震に

耐えられない

かしら…

●

●

●

「今日中に !」 などと契約を

急がせる事業者は要注意 !

その場で決めず、家族など

周囲の人にまず相談 !

複数の事業者に見積りを依頼 !

相場を調べる !

耐震性に問題がありそうですね。

今ならキャンペーン中なので

無料で点検しますよ |

「失くした鞄の中に会社のお金が・・・」
「事故を起こして相手に怪我をさせた…」

「医療費、保険金が戻ります !急いで手続きを !」

ちょつと待つて ,I・

■冷静になつて ‐

… まず確認 ! ―‐
,■        ‐・‐

イー
r・‐‐

=・

●

●

●

一旦電話を切り、まず冷静に !

一人で1脳まない !ほかの家族や
周囲の人、警察に相談 !

家族の間で合言葉や緊急連絡先
を決めておく !

● 留守番電話機能を利用 !

必要な電話だけかけなおす !

…
…
…
Ｌ

おばあちゃん

僕だよl

母さん?

オレだよオレ

助けて !今すぐお金が必要 !



訪間販売
自宅・職場への訪問販売、催眠(SF)商法、

キャッチセールス、アポイントメントセールス、

展示販売など営業所以外で交わした契約

蜻蛉嘔
自宅など営業所等以外の場所で、事業者が消費者
から、貴金属や着物などの物品を買い取る契約

電話勧誘販売
事業者の電話勧誘行為によつて申込みをした契約

綺定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、

学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

連鎖販売取引

業務提供誘引販売
内職。モニター商法

瘍 暮移多

x自分の意思で使用 0消費した

健康食品や化粧品などの

消耗品

x自分の意思で店舗に出向いて

行つた契約 (左記表中の

「特定継続的役務提供」を除く)

×自動車 (リ ース含む)、 葬儀

X3,000円未満の現金取引

(訪間購入を除く)

x通信販売 (4ページ参照)

など

記入上の注意 申込 (契約)日

● 必ず八ガキ等の書面で通知

● ノヽガキの両面をコピーして、

証拠として保存

● 記録が残る「特定記録郵便」
や「簡易書留郵便」を利用

● 支払いがクレジットの場合、

クレジット会社へも通矢ロ

(※

=|=1内
の記載は不要)―‐

● あて名は、契約した事業者の 1辮

~|

「代表者」

●代金未払いの場合や、商品 ‡
を受け取つていない場合は、|

‡  ‡内の記入は不要。螢金。議。炒螢奪麟
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商品等名称

つきましては、支払い済みの :

直ちに返金してください。

なお、商品は早急に引き取つてください。

平成 :

(契約者)

酬 等 価 格

租 籐 _____特 Д 蠅 聾

∫

… ・
繭 轟 褻 輌 筆 嬌 磯 螂

… …
蒻 疇 静 饉 粛 凛 錮 鶉 蒙 蒻 融 中 撃 凛 摯 饉 苺

率

事 業 者 名

鷺 螢 __`=棗 置 凛 螢 螢 壽 鑢 表 簗 簗

―
・

苺 華
'咤

凛 繭 壼 興 転 憲 崚 望 菫 鰈 聟
∫

グ

嵌 中 李 ~・
…

°
・

簗 豫
…

議 鐵 識 頸
…

凛 椰 整 掟 楔

“

肇
"― '車

鰈 Ⅲ 摯 蘇 ヽ

為

担 当 者 氏 名

屹 事 ..黎 彙 肇 籟 摯

“

弯 璃 簗
・

饉 嬌 凛 崚 棗 凛 崚
…

崚 羹 鬱 簗 凛
・

奉 砕 ヲ

上記日付の申込を撤回 (または、契約を解除)します。

|

(契約者)氏 名

訪 闇騰 入

之晰鰺蠅

クーリング,オフできないもの

: 
商品|や条件によつては、ク■リング |オフができません。
‐迷うたときや困うたときは、消費生活センタ■へ :|

|



螂 識 影 響 ガ 響
クーリング・オフとは、「無条件で契約を解除できる制度」です

◎
難 書面を発信 (窓口で手続き )した時点で有効になる。

機 未払い代金の支払義務がなくなり、既払い金は返還してもらえる。

磯 商品は事業者の費用負担で返送できる。

機:工事が完了していても、事業者の負担で元に戻せる。

難 事業者は消費者へ、損害賠償や違約金の請求はできない。

機 事業者がうそや脅迫で、クーリング・オフを妨害した場合、期間
が過ぎていてもクーリング・オフが可能。

点線部分で切り取れば、正式な書面として使用できます。

(詳 しい書き方や注意点は 6ページを参照してください。)

郵便 はがき

□□開 □□□

〈住 所 欄〉

〈あて名欄〉

(事業者名)

〈書き方例〉

(代表者名 ) 様

郵便 はがき

□□Ⅲヨロロロ

○○県○○市○○町

○丁目○番○号

○○○○株式会社

申込(契約)日 平成 :…

…

1年 1¨

~1月

1‐

~1日

商品等名称 l               i

商品等価格 :             円 |

事 業者 名 :           :

担当者氏名 :               :

上記日付の申込を撤回(または、契約を解除)します。

つきましては、支払い済みの:……_i円は、

直ちに返金してください。

なお、商品は早急に引き取つてください。

平成 :  :年 :  :月 :  :日  (記入日)

(契約者)住所 |             :

(契約者)氏名 l             i
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〈専門の相談員が問題解決の方法を検討します。まずはこ相談ください〉

孟横 浜 市 0045菫845-6666 彗伊勢原市 倉046S舞95目350③

炉りll崎 市 倉044E200菫3030 墨海老名市 翁046臨露9盆猥電OOO
祗

濡譜属長 :ヨ

a。42日776口25可 爾

(北、南は電話連絡後、来所での相談のみとなります)

M横須賀市 0046-821日 ¬3T4
文平 塚 市 00463饉 2¬ 日7530
(大磯町、二宮町にお住まいの方も)

は鎌 倉 市 00467日 24目0077
埃藤 沢 市 倉0466-25日 ¬¬1¬

は小田原市 倉0465‐ 33菫 ¬777
(箱根町、真鶴町、湯河原町に在住・在勤・在学の方も)

M茅 ヶ崎市 資0467-82日 HH
(寒川町に在住・在勤・在学の方も)

は逗 子 市 0046‐873‐¬¬H
は三 浦 市 含046-882日 HH
瞼秦 野 市 00463日82日 5¬ 8爾

陪厚 本 市 6046E294-5800
(清川村にお住まいの方も)

1座 間 市 薇聰蝙幌鐵鰤颯鰤態漑膊麒麒

1南足柄市 鰺◎4幌復7利鸞仁幌辣
(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町にお住まいの方も)

1綾 瀬 市 瘍渉蝶幌写鐵写膠繭辣巾巾鰈

1葉 山 町 鰺躊饉鯰鐵鶉写蜻醸蜃咤捩

1寒 りII 町 炒趙 輸写纏饉Ⅷポ舅彊
(茅ヶ崎市に在住・在勤・在学の方も)

=大
 磯 町 鰺莉 瘍椒 鯰竃魃れ中鼈

|二 宮 町 薇聰4鯰跛態珀Ⅷ朧呻跛麒

1中 井 町 瘍◎蜂幌鯰饉骰彊糠彊Ⅷ彊靡

1大 井 町 0◎蝙鯰σ順骰鰈醸脩鸞蜻鰤

1松 田 町 鰺◎4瘍骰鐵辣巾饉彊鰤嗽繹

:山 Jヒ ロ町 ⊃莉 幌颯懸写颯鐵鶴鯰鶉瘍

1開 成 町 鰺蜻4蟷陽議は饒聰了丁

1箱 根 町 鰺渉4魃聰鐵漑彬躙写彊莉

1真 鶴 町 薇躊蝶鼈瞭朧鯰跛繭Ⅷ彊鍼

:湯河原町 ⑥躊4蟷顆幌艤嶽炒彊竃霧

は大 禾口 市 0046腱260‐5120 塁愛 りll町 倉046自285躍 2電 電¬

ほ神奈川県いながわ中央消費生活センタ→0945日3H口09991星 OL鳥日3:811:::|

イ  ヤ  ヤ

公(局番なし)¬ 日313番
横須賀市消費生活センター

横須賀市本町2丁目1番地 横須賀市総合福祉会館 2階
相談専用電話 :● 046-821-1314(市 内在住の方のみが対象です。)

相談受付時間 :月曜日～金曜日 (祝日は除く)午前9時～午後4時
※市外在住の方は、お住まいの市田I村の消費生活センターか「消費者ホットライン (電話番号188)」
へこ相談ください。

横須賀市 市民部消費生活センター
■横須賀市本田」2丁目 1番地 〒238‐0041 ■電話番号 046-821-1312

m曹熙堪バ:器鼎賦謝i蜀蹴F『:"濡見rXl:」昇』S:二驚躍繁ア
42
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